
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市社会福祉協議会・長崎市保育会 

ファミリー・サポート・センターながさき 

まかせて会員 

活動できる日時を登録してい

ただきます。 

おねがい会員 

会員登録をしていれば、利用

できます。 

A さん B さん 

① ○月△日

×時に、うち

の子を預かっ

てほしいので

すが。 

①利用申し込み 

③まかせて会員 
の紹介 

※ただし、条件にあう「まかせて 

会員」がいない等、ご紹介できない

場合がありますので、あらかじめ 

ご了承ください。 

②援助依頼 

⑥活動報告書 
の提出 

④事前打ち合わせ・活動開始 

⑤活動終了後、報酬受け渡し 

② A さんの

お子さんを預

かってもらえ

ませんか？ 

はい、いい

ですよ。 

③ B さんが

預かることが

できます。事

前打ち合わせ

をしてくださ

い。 

研 修 

急な用事で保育所や幼稚園に迎えに行けない・・・ 

通院や冠婚葬祭のとき子どもを預かってほしい・・・ 

たまにはゆっくり美容院に行きたい・・・ 

≪お問い合わせ先≫ ファミリー・サポート・センターながさき 

受付時間：月～金 9：00～17：00（土日祝日、年末年始はお休みです） 

【長崎市社会福祉協議会】                【長崎市保育会】 

〒850-0054 長崎市上町 1 番 33 号             〒850-0873 長崎市諏訪町 9番 12 号 

電話：095-829-6244／FAX：095-829-6245     45    電話・FAX：095-829-7714 

 famisapo@nagasakishi-shakyou.or.jp               support-hoikukai@ngs1.cncm.ne.jp 

「ファミリー・サポート・センターながさき」は、地域の中で子育ての援助 

を受けたい人と援助をしたい人が会員となって、一時的な子育ての助け合い 

を行う地域住民参加型の組織です。 

お問い合わせ 
は、どちらの 
事務所でも 
結構です。 

こんな悩み 

ありませんか？？？ 



会員の要件 

 

 

 

 

 

 

活動の内容 

■保育所、幼稚園等までの送迎や預かり            保育所等への送迎や、預かりなどの

■学校の放課後や放課後児童クラブ終了後の預かり       援助を行います。 

■冠婚葬祭や他の子どもの学校行事、通院・買い物等      預かりは、まかせて会員もしくは 

 乳幼児を連れて出かけにくい時               おねがい会員の自宅で行います。 

■就職活動・リフレッシュなど・・・             病児の預かりはできません。 

 

預かりの時間と利用料金 

※預かりの時間は、原則として 

7：00～22：00 です。 

宿泊はできません。 

   ※２人目以降は半額です。 

※交通費や子どもの食事等は 

                            おねがい会員が負担します。 

保険の加入 

 活動中の事故に備え、ファミリー・サポート・センター補償 

 保険に一括して加入します。保険料はセンターが負担します。 

 ただし、センターに連絡がない預かりは適用外です。 

 

    入会方法 

■おねがい会員 

事務所にて面談のうえ登録をいたします。 

面談の申込は随時受け付けていますので、電話、FAX、E-mail で事前にご連絡ください。 

※登録に必要なもの･･･印鑑、顔写真（3cm×2.4cm）２枚、住所が確認できるもの（免許証など） 

■まかせて会員、どっちも会員 

  所定の研修を受講していただいた後に登録をいたします。研修は５日間、合計 20 時間行います。 

（保育士、保育サポーター等の資格をお持ちの場合、研修の一部が免除になる場合もあります。） 

 研修の予定は「広報ながさき」でお知らせします。 

 

●長崎市社会福祉協議会  095-829-6244／FAX 095-829-6245／ famisapo@nagasakishi-shakyou.or.jp 

●長崎市保育会     ・FAX 095-829-7714／ support-hoikukai@ngs1.cncm.ne.jp 

平日時間内（7：00～19：00） １時間７００円 

平日時間外及び土日祝日時間内 1 時間８００円 

土日祝日時間外 1 時間９００円 

○市内にお住まいの方で子育ての援助を 

してほしい方 

○生後６ヶ月～小学生のお子さんを 

お持ちの方 

○市内にお住まいの方で、自宅で子ども 

を預かることができる方 

○所定の研修を受講された方 

おねがい会員 まかせて会員 

両方の会員に

なることも 

できます 

ファミサポには、利用

方法、時間・料金、 

個人情報保護などの 

ルールがあります。 

ルールを守って利用

してください。 


